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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】歩きスマホを行っていても周囲の状況が常に把
握でき、衝突などの危険を回避できる危険回避支援プロ
グラムを提供する。
【解決手段】危険回避支援プログラムは、前方に存在す
る複数の測定対象（段差Ｓ、壁Ｗ、歩行者２１～２５）
までの距離と方向をそれぞれ測定し、スマートフォンの
前方の空間における複数の測定対象を、測定された距離
と方向に基いて、スマートフォンの画面上の空間にマッ
ピングし、この空間における対応する位置にリアルタイ
ムに表示する。ここで、複数の測定対象の表示は、半透
明化されると共に、スマートフォンに表示されている他
のアプリケーションの画面上に重畳して行われる。
【選択図】図１２



(2) JP 2017-183787 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
前方に存在する測定対象の方向と、この測定対象までの距離を測定可能な距離測定装置を
備えた携帯情報端末にインストールされて用いられ、前記携帯情報端末に
　前方に存在する複数の測定対象までの距離と方向をそれぞれ測定する測定ステップと、
　前記携帯情報端末の前方の空間における前記複数の測定対象を、前記測定された距離と
方向に基いて、前記携帯情報端末の画面上の空間にマッピングし、この空間における対応
する位置にリアルタイムに表示する表示ステップとを実行させるプログラムであって、
　前記複数の測定対象の表示は、半透明化されると共に、前記携帯情報端末に表示されて
いる他のアプリケーションの画面上に重畳して行われることを特徴とする危険回避支援プ
ログラム。
【請求項２】
　前記携帯情報端末が、歩行中に使用されているか否かを判断するステップを更に含み、
前記測定ステップと表示ステップは、前記携帯情報端末が、歩行中に使用されている際に
実行されることを特徴とする請求項１に記載の危険回避支援プログラム。
【請求項３】
　前記他のアプリケーションの画面上に重畳して表示される前記測定対象は、歩行者、壁
、柱、ホームの線路側境界、階段、段差の少なくとも一つであることを特徴とする請求項
２に記載の危険回避支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報端末にインストールされて用いられる危険回避支援プログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの市民が行き交う道路や階段などでスマートフォンを使用したり、必要に応
じて操作を歩きながら行う、いわゆる「歩きスマホ」が社会問題となってきている。歩き
スマホを行っているユーザーが、他の歩行者や自転車と接触し、けが人が発生するといっ
たトラブルも発生している。このような行為は明らかにマナー違反ではあるが、急いでい
るときなど、安易な考えで行っている人が後を絶たない。
【０００３】
　このような状況において、歩きスマホ問題を解決または緩和するための技術も幾つか提
案されている。例えば、スマートフォンのセンサーを利用して歩行状態を検出し、歩きス
マホであると判定したらスマートフォンの機能に制限を加えるというものがある（特許文
献１）。
【０００４】
　そのような制限として、例えば、歩きスマホ状態を検出したら、スマートフォンをスタ
ンバイにしたりディスプレイをオフにしてしまうというものがある。この場合、ユーザー
はスマートフォンの画面をみる理由がなくなるので、周囲に注意を払うことができる。ま
た、ディスプレイは表示するが、入力を禁止するという方法もある。入力を行っていると
きは、特に周囲への配慮がなくなる。したがって、この場合、特に危険な入力操作は制限
するも、閲覧については可能とすることにより、危険性を緩和しつつ一定の利便性も確保
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－２０３３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、例えば、近くに余り人のいないところで、一時的に歩きスマホを行うよ
うな場合は、危険のない状況といえる。そのような場合、スマートフォンの機能に制限を
加えることは、単にユーザーの利便性を損なうだけである。また、人によっては、上記の
ような制限を嫌って、この制限機能をスマートフォンへ加えない（または無効化する）と
いうこともあり得る。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、歩きながら携帯情報端末を使用していても、周囲の状況が把
握でき、危険を回避できる危険回避支援プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の１つの様相による危険回避支援プログラムは、前
方に存在する測定対象の方向と、この測定対象までの距離を測定可能な距離測定装置を備
えたスマートフォンにインストールされて用いられ、前記スマートフォンに、前方に存在
する複数の測定対象までの距離と方向をそれぞれ測定する測定ステップと、前記スマート
フォンの前方の空間における前記複数の測定対象を、前記測定された距離と方向に基いて
、前記スマートフォンの画面上の空間にマッピングし、この空間における対応する位置に
リアルタイムに表示する表示ステップとを実行させるプログラムであって、前記複数の測
定対象の表示は、半透明化されると共に、前記スマートフォンに表示されている他のアプ
リケーションの画面上に重畳して行われることを特徴とする。
【０００９】
　また、好ましい実施例は、前記スマートフォンが、歩行中に使用されているか否かを判
断するステップを更に含み、前記測定ステップと表示ステップは、前記スマートフォンが
、歩行中に使用されている際に実行されることを特徴とする。
【００１０】
　更に、好ましい実施例は、前記他のアプリケーションの画面上に重畳して表示される前
記測定対象は、歩行者、壁、ホームの線路側境界、階段、段差の少なくとも一つであるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係わる危険回避支援プログラムによれば、歩きながら携帯情報端末を使用する
際の危険性を緩和し、事故やトラブルを事前に回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明に係る危険回避支援プログラムをインストールするスマートフォ
ンを示す正面図である。
【図２】図２は、本発明に係る危険回避支援プログラムをインストールするスマートフォ
ンを示す背面図である。
【図３】図３は、本発明に係る危険回避支援プログラムの構成を示す図である。
【図４】図４は、スマートフォンに設けられている距離測定装置による前方の測定を説明
する図である。
【図５】図５は、スマートフォンに設けられている距離測定装置による物体の測定を説明
する図である。
【図６】図６は、本発明に係る危険回避支援プログラムが実行されるスマートフォンの画
面の一例を示す図である。
【図７】図７は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォンの画
面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている例を示す図である。
【図８】図８は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォンの画
面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている例を示す図である。
【図９】図９は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォンの画
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面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている例を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォン
の画面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている別の例を示す図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォン
の画面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている別の例を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明に係る危険回避支援プログラムで表示されるスマートフォン
の画面であって、前方から歩行者が接近してくる様子が表現されている別の例を示す図で
ある。
【図１３】図１３は、本発明に係る危険回避支援プログラムの動作を説明するためにフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態による危険回避支援プログラムを説明
する。図１および図２は、この危険回避支援プログラムをインストールする携帯情報端末
（スマートフォン）を示す正面図および背面図である。
【００１４】
　このスマートフォン１０は、液晶ディスプレイなどの画面１１と、通常のＲＧＢカメラ
１３と、スピーカー１５と、距離測定装置１７を備えている。画面１１とスピーカー１５
は、スマートフォン１０の正面に、またＲＧＢカメラ１３と距離測定装置１７は、スマー
トフォン１０の背面に設けられている。また、加速度センサー、ジャイロセンサー、方位
センサー、気圧センサー、温度センサー、近接センサー、照度センサー、傾きセンサーと
いった各種センサー類も内蔵している。
【００１５】
　距離測定装置１７は、前方に存在する物体の方向と、この物体までの距離を測定するこ
とができ、測域センサまたは３Ｄスキャナーと呼ばれるものである。ここでは、フェーズ
ドアレー方式によるＬＩＤＡＲ（Light Detection and Ranging）素子を用いて、光レー
ザー法によって距離を測定する。このＬＩＤＡＲ素子は、ビームフォーミングを行う多数
のレーザ素子を半導体チップ上に作成したものであり、送信部１７ａと受信部１７ｂとか
らなる。
【００１６】
　このスマートフォンにインストールされる危険回避支援プログラムは、図３に示したよ
うに、歩行状態判定モジュールと、物体位置決定モジュールと、重畳表示モジュールとか
らなっている。また、メモリに常駐し、バックグラウンドで常に実行されている。
【００１７】
　歩行状態判定モジュールは、このスマートフォンが歩行状態で使用されているか否かを
判定する。歩行状態にあるか否かは、スマートフォンの各種センサーの出力によって判定
する。ここでは、加速度センサーによって、持続的にランダムな加速度がかかっているよ
うなら歩行状態にあると判定する。使用されているか否かについては、傾きセンサーによ
って画面が上向きか否かを判断し、更に画面がオンであるか否かも判断する。画面が上向
きで、画面がオンなら使用状態と判定する。
【００１８】
　より詳細には、実際に画面を見ているか否かが重要である。スマートフォンのインカメ
ラで、ユーザーの目を確認すれば、画面を見ているか否かを正確に判断することも可能で
ある。すなわち、インカメラで撮影された画像を解析して、ユーザーの目が画面側を向い
ていれば、画面を見ていると判断する。
【００１９】
　歩行状態でスマートフォンが使用されている場合、距離測定装置１７により前方の物体
の測定を行う。距離測定装置１７の出力は、３次元の立体情報となっている。この立体情
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報を物体位置決定モジュールで平面的な配置図に変換する。以下、物体位置決定モジュー
ルの動作を説明する。
【００２０】
　歩行状態で使用する場合、スマートフォンは前に向けて斜めに保持するのが普通である
。図４に示した通り、直立方向からのスマートフォンの傾きをαとすると、距離測定装置
１７の画角がαの２倍以上あれば、水平方向の測定が可能である。距離測定装置１７とし
てＬＩＤＡＲ素子の画角を１２０度とすれば、直立方向からのスマートフォンの傾きが６
０度までであれば、水平方向の測定が可能となる。
【００２１】
　水平方向の測定が可能となれば、遠くまでの測定データが得られる。スマートフォンの
傾きが水平方向に近すぎて、水平方向の測定データが得られない場合には、ユーザーに対
して、少し傾けるように促す表示を行う。水平方向は、スマートフォンの傾きセンサーか
ら検出することもできるが、地面（床面）の方向からも検出できる。この水平方向の面に
、他の歩行者など地面上の物体を射影して、二次元データを構成する。すなわち、上から
見た画像を作成する。この二次元データには、歩行者の他、柱、壁との境界、階段との境
界、駅のホームの縁（線路側の境界）なども含まれている。更に、車両やその他の障害物
も含まれている。
【００２２】
　前方に４人の歩行者がいる場合、距離測定装置１７で測定された３次元の立体情報を上
から見た画像は、例えば図５に示したようになる。ここでは上から見た歩行者を楕円で示
している。距離測定装置１７は、レーザーパルスの反射を利用しているので、実際には正
面側のみが測定されているが、見えない背面側は推定により一点鎖線で示している。ここ
で、歩行者２３は、歩行者２１に半分隠れている。また、歩行者２４は、歩行者２１、２
３の影に隠れているので、距離測定装置１７で捉えることはできない。したがって、歩行
者２１、２２、２３の３名の位置が特定される。
【００２３】
　特定された歩行者は、例えば、重畳表示モジュールによって、次のようにスマートフォ
ンの画面上に表示される。図６に示したように、スマートフォンの画面には、常に他のア
プリケーションの画面が表示されている。この画面は、下端中央ＯＧをスマートフォンの
位置として、前方の空間をも表現している。縦方向は、前方の空間の前方向に対応してお
り、横方向は、前方の空間の左右方向に対応している。また、画面の縦方向の大きさは、
前方の奥行き５ｍに対応している。
【００２４】
　なお、下端中央ＯＧから斜めに延びた破線は、距離測定装置１７の画角に対応しており
、測定可能な範囲を示している。すなわち、破線よりも手前側は測定できない領域となっ
ている。
【００２５】
　そこで歩行者２１が前方５ｍを越えて接近すると、図７に示したように、画面の上端に
表示される。表示は、緑色の楕円をアルファブレンドにより半透明化して行うので、他の
アプリケーションの画面も透けて見える。歩行者２５は、ユーザーと同じ方向へ歩いてい
るので、画面上での動きは少ない。ここでユーザーは、他のアプリケーションの利用を継
続するものの、画面上で対向する歩行者２１の接近に気づいて注意を払う。
【００２６】
　なお、ここで立ち止まった場合、つまり歩行状態でなくなった場合に、上記重畳表示を
オンとする設定と、オフとする設定を選択することができるようになっている。すなわち
、立ち止まっても、スマートフォンの画面に周囲の状況が重畳表示されたままとなってい
れば、安心感がある。一方で、立ち止まることで、重畳表示をオフとしてより集中してス
マートフォンの操作を行うことができると便利ということもある。
【００２７】
　次に、図８に示したように、歩行者２２、２３も歩行者２１に続いて前方５ｍを越えて
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接近すると、ユーザーは、これらの歩行者を左に回避するのが適当と判断する。そして、
図９に示したように、左に移動して回避する。前方の歩行者２１，２２、２３は、画面上
で手前に移動しつつ右側へ移動する。他のアプリケーションの利用は、そのまま継続する
。図９では、右側の歩行者２２は画面の外に出て、代わりに後方の歩行者２４が距離測定
装置１７の視界に入ってきている。
【００２８】
　なお、他の歩行者との接触が近い場合、例えば、そのまま歩行を続ければ１０秒後に衝
突するというような場合、そのことを警告するようにすると良い。具体的には、そのよう
な状況になったら警告音をならしたらり、「衝突します」といった音声を出力したり、「
衝突の危険有り！！」といった表示を行ったりする。また、画面の上半分に、前方の映像
を映しても良い。
【００２９】
　スマートフォンを横表示にしても、同様の表示が行われる。図１０、図１１、図１２は
、図７、図８、図９に対応する横表示のスマートフォンの画面である。図１０、図１１、
図１２でも、上記説明がそのまま成り立つ。ただし、ここでも前方５ｍが縦方向で表示さ
れるので、全体として縮小された表示となっている。また、ここでは、右側に壁Ｗが表示
されている。更に、駅のホームで、線路側の段差Ｓ（ホームの線路側境界）も表示できる
。この場合、段差Ｓを検出するために、距離測定装置１７の下方向の測定データも利用す
る。
【００３０】
　なお、壁Ｗや段差Ｓは、距離測定装置１７の測定可能な範囲よりも手前まで延びて表示
されている。これは、ユーザーが前方へ進んでいるので、壁Ｗや段差Ｓといった静止画像
は、そのまま画面下方へ移動して表示するようにしているためである。
【００３１】
　次に、この危険回避支援プログラムの動作を、図１３に示したフローチャートを用いて
詳しく説明する。まずステップＳ１で、スマートフォンの画面１１がオンであるか否かを
判定する。画面がオンであれば、ユーザーが画面を目視している可能性があるので、使用
中と判断する。
【００３２】
　スマートフォンの画面１１がオンでなければ、オンとなるまで待つ。それには、例えば
、タイマーを用いて、この判定を一定間隔で繰り返せば良い。ここでは、ステップＳ２で
、所定時間、例えば一秒間待って、再度ステップＳ１で画面がオンであるか否かを判定す
る。
【００３３】
　スマートフォンの画面１１がオンであれば、ステップＳ３で、歩行状態で使用されてい
るか否かを判定する。歩行状態にあるか否かは、スマートフォンの各種センサーの出力に
よって判定する。ここでは、加速度センサーによって、持続的にランダムな加速度がかか
っているようなら歩行状態にあると判定する。また、傾きセンサーによって、画面が下向
きであれば、使用状態にないと判断する。
【００３４】
　ステップＳ３で、歩行状態で使用されていないと判定されれば、歩行状態となるまで待
つ。例えば、タイマーを用いて、この判定を一定間隔で繰り返せば良い。ここでは、ステ
ップＳ４で、所定時間、例えば一秒間待って、再度ステップＳ３で歩行状態にあるか否か
を判定する。
【００３５】
　ステップＳ３で、歩行状態にあると判定されれば、距離測定装置１７を起動し、ステッ
プＳ５で、前方の物体の測定を開始する。距離測定装置１７の出力は、３次元の立体情報
となっている。したがって、ステップＳ６で、この立体情報から平面的な二次元データを
算出する。すなわち、水平方向の面に、他の歩行者など地面上の物体を射影して、二次元
データを構成する。この際、立体情報からホームの線路側の境界、壁、階段や段差などの
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情報も得るようにする。
【００３６】
　前方に存在する歩行者などの二次元データの情報が得られたら、ステップＳ７で、これ
をスマートフォンの画面１１にマッピングし、現在の画面に重畳して表示する。ただし、
歩行者は、半透明の緑色の楕円で表現し、壁など境界は半透明の緑色の線で表現する。こ
れで元の画面も透けて見える。
【００３７】
　この表示を行ったら、再度ステップＳ４へ戻り、前方の物体の測定を行う。以後、ステ
ップＳ４からステップＳ６を繰り返して、画面を更新していく。ただし、この繰り返しの
際に、画面がオフしたり画面が下向きになったりした場合には、割り込み処理によりステ
ップＳ１へ戻り、画面１１がオンとなるまで待つ。
【００３８】
　ここでは、ステップＳ７の画面更新から、ステップＳ５の前方の物体の測定へ戻るよう
になっている。この場合、立ち止まってスマートフォンを操作している際にも（つまり、
歩行状態でなくなっても）、画面に周囲の状況が重畳表示されることになる。これも周囲
の状況が分かって安心感があり、ある意味便利とも言える。しかし、立ち止まっている場
合には、衝突などの危険性が殆ど無いので、余分な重畳表示をしなくとも良いとも考えら
れる。歩いている時のみ画面に周囲の状況を表示するには、ステップＳ７の画面更新から
、ステップＳ５ではなく、ステップＳ３の歩行状態の判定へ戻るようにすれば良い。この
分岐方向は、プログラムの設定としてユーザーが選択できるようになっている。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　以上のように、本発明による危険回避支援プログラムを利用すれば、歩きスマホを行っ
ていても周囲の状況が常に把握でき、衝突などの危険を回避できる。すなわち、スマート
フォンの画面に集中していても、その画面に周囲の状況が表示されるので見逃すことはな
く、他のアプリケーションを使用しながらでもスムーズに移動ができる。
【００４０】
　なお、上記実施形態の距離測定装置は、光レーザー法を用いた距離の測定方法を用いて
いるが、本発明の実施形態はこれに限らない。例えば、アクティブステレオ法による三角
測量の原理で計測を行う方法を用いても良い。
【００４１】
　また、上記実施形態の距離測定装置では、フェーズドアレー方式によるＬＩＤＡＲをス
マートフォンの背面に設けている。しかし、機械的な可動式のＬＩＤＡＲを、スマートフ
ォンの側面に設けても良い。この場合、回転軸の周りにＬＩＤＡＲを回動させて、水平に
向けるようにする。更に、水平器やジャイロの原理で、常に水平を向いているようにして
も良い。
【００４２】
　更に、上記実施形態の危険回避支援プログラムでは、他のアプリケーションの画面に重
畳して歩行者などの位置を表示している。しかし、これに代わって又はこれと併用して、
画面の一部（例えば、上又は下１／３）に前方の画像を表示していても良い。この場合、
前方の画像は、通常のカメラの映像を用いても良いし、ＬＩＤＡＲで得られた情報から輪
郭の情報を抽出して、それを平面に射影した情報を用いても良い。
【００４３】
　更に、上記実施形態では、携帯情報端末としてスマートフォンを例に説明したが、本発
明はこれに限らない。例えば、工事現場では、図面などの設計事項や、その他の情報をタ
ブレットやパソコンを閲覧操作しながら仕事を行うことがある。しかし、工事現場では、
機械や車などとの接触も注意しなければならない。その場合、本発明による危険回避支援
プログラムを利用すれば、タブレットやパソコンの画面を見ながら、周囲の状況も分かる
ので、仕事の効率が向上する。
【符号の説明】
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【００４４】
　１０　　スマートフォン
　１１　　画面
　１３　　カメラ
　１５　　スピーカー
　１７　　距離測定装置
　１７ａ　送信部
　１７ｂ　受信部
　２１　　歩行者
　２１、２２、２３、２４、２５　　歩行者
　ＯＧ　　下端中央
　Ｓ　　段差
　Ｗ　　壁

【図１】 【図２】
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